
国
民
健
康
保
険
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

　
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
制
度
）
が
始
ま
り
ま
す
判定理由判定国民健康保険加入状況

特別徴収　世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６８歳例１

　６５歳未満の加入者がいる普通徴収　世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６３歳例２

　世帯主が国保加入者ではない普通徴収　世帯主（後期高齢、擬制世帯主）７８歳、妻（国保）６８歳例３

　世帯主が国保加入者ではない普通徴収　世帯主（社会保険、擬制世帯主）７２歳、妻（国保）６８歳例４

　６５歳未満の加入者がいる普通徴収　世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６８歳、子（国保）４０歳例５

特別徴収　世帯主（国保）７２歳、妻（国保）６８歳、子（社会保険）４０歳例６

【特別徴収・普通徴収の判定例】

※ 擬制世帯主とは、国保の加入者ではない世帯主のこと

　
次
の
全
て
の
条
件
に
該
当
す
る

人①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
加

入
者
で
あ
る

②
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者

全
員
が
４
月
１
日
現
在
で
　
歳
以

６５

上
　
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

７５
③
世
帯
主
の
老
齢
基
礎
年
金
な
ど

の
支
給
年
額
が
、　

万
円
以
上
で

１８

◆
対
象
と
な
る
人

あ
る
こ
と

④
世
帯
主
の
介
護
保
険
料
が
年
金

か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
て
、
介
護

保
険
料
と
国
民
健
康
保
険
税
の
合

計
額
が
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１

以
下
で
あ
る
こ
と

老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年
金
、

退
職
共
済
年
金
な
ど

◆
対
象
と
な
る
年
金

国
民
健
康
保
険
税
全
額

　
上
半
期
の
年
金
支
給
月
（
４
月
、

６
月
、
８
月
）
ご
と
に
、
前
年
度

の
２
月
に
天
引
き
さ
れ
た
額
が
徴

収
さ
れ
る
仮
徴
収
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
下
半
期
（
　
月
、　

月
、
２
月
）

１０

１２

は
年
税
額
か
ら
仮
徴
収
額
を
差
し

引
い
た
額
を
３
回
に
分
け
て
徴
収

す
る
本
徴
収
が
行
わ
れ
ま
す
。

※
仮
徴
収
は
平
成
　
年
度
か
ら
開

２３

始
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
人
や
年
金
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す

◆
引
き
落
と
し
さ
れ

　
る
税
金

◆
徴
収
方
法

①
対
象
と
な
る
条
件
か
ら
外
れ
た

と
き

②
年
度
途
中
で
国
民
健
康
保
険
税

額
に
変
更
が
生
じ
た
と
き

③
世
帯
員
が
　
歳
に
な
っ
た
と
き

７５

④
災
害
な
ど
、
特
別
な
理
由
に
よ

り
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
適
当
で

な
く
な
っ
た
と
き

　特
別
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
場
合

で
も
、
こ
れ
ま
で
に
国
民
健
康
保

険
税
の
滞
納
が
な
い
な
ど
の
条
件

を
満
た
せ
ば
口
座
振
替
で
の
納
付

を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
申
出
書
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

◆
年
金
か
ら
の
天
引
き
 

　
が
中
止
に
な
る
場
合

◆
口
座
振
替
希
望
の

　
 場
合

　
平
成
　
年
　
月
か
ら
、
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
の

２２

１０

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
が
変
わ
り
、
公
的
年
金
か
ら

の
引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落

と
し
（
特
別
徴
収
）
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。　
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お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
税
務
課

（
緯
６
６
２
倆
３
１
６
４
）

特別徴収普通徴収

１期（仮徴収）４月

５月

２期（仮徴収）６月

１期７月

３期（仮徴収）２期８月

３期９月

４期（本徴収）４期１０月

５期１１月

５期（本徴収）６期１２月

７期１月

６期（本徴収）８期２月

９期３月

特別徴収普通徴収

４月

５月

６月

１期７月

２期８月

３期９月

４期（本徴収）４期１０月

５期１１月

５期（本徴収）６期１２月

７期１月

６期（本徴収）８期２月

９期３月

普通徴収

１期４月

５月

６月

２期７月

８月

３期９月

１０月

４期１１月

１２月

５期１月

２月

６期３月

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
が
変
わ
り
ま
す

　
平
成
　
年
度
か
ら
、
国
民
健
康

２２

保
険
税
の
納
期
が
変
わ
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
制
度
（
天
引
）
開
始
に
よ
り
、

特
別
徴
収
の
納
期
が
追
加
さ
れ
ま

す
。

　
さ
ら
に
、
現
在
の
４
月
納
付
分

（
仮
算
定
）
を
廃
止
し
、
前
年
度

所
得
が
確
定
し
た
あ
と
の
７
月
を

第
１
期
と
し
、
納
付
回
数
も
現
行

の
６
回
か
ら
９
回
に
増
や
す
こ
と

に
よ
り
、
１
回
の
納
付
額
を
低
く

抑
え
、
負
担
を
少
な
く
し
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
平
成
　
年
度
に
つ
い

２２

て
は
、
特
別
徴
収
が
　
月
か
ら
開

１０

始
さ
れ
ま
す
の
で
、
１
期
分
か
ら

３
期
分（
７
月
か
ら
９
月
納
期
分
）

は
全
て
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　　
※
普
通
徴
収
啻
納
付
書
ま
た

　
　
は
、
口
座
振
替
で
納
付
す

　
　
る
こ
と
。

　
※
仮
徴
収
啻
前
年
度
の
第
６

　
　
期
の
特
別
徴
収
額
を
引
き

　
　
落
と
す
こ
と
。

【平成２３年度以降】【平成２２年度のみ】【現行】

こんなに便利です“住基カード”

　★「住基カード」とは？

　正式には「住民基本台帳カード」といい、市が交

付する安全性に優れたＩＣカードです。

★身分証明書として便利な「写真付き住基カード」

　住基カードには、写真付きと写真なしの２種類が

あります。写真付きタイプは、金融機関や行政の窓

口などで公的な身分証明書として利用できます.

★行政手続のインターネット申請（公的個人認証　

　サービス）で 税の還付 も！

　住基カードに「公的個人認証サービス」の電子証

明書を登録すると、住基カードを使って自宅のパソ

コンからインターネットで所得税の確定申告（e-

Tax：国税電子申告・納税システム）などの行政手

続を行うことができます。

　e-Taxで所得税の確定申告を期限内に行うと、所

得税額から最高５，０００円の税額控除を受けることが

できます。（ただし、平成１９年分から平成２２年分

のいずれか1回のみ）

※公的個人認証サービスの手続には、手数料５００円

が必要です。

★住基カードは、どうすれば取得できるの？

市役所市民課・各地域局で申請できます。平成２３

年３月末までに申請していただくと手数料が無料に

なりますので、ぜひこの機会に取得して下さい。

【お問い合わせ】　市役所市民課（６６２崖３１６３）


